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お知らせ
　

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

　

　現在の札内福祉センターは、昭和49年に竣工し、平成27年４月現在で築後41年が経過します。現施
設は老朽化が進み、耐震性能などに不安があることから、施設の改築に向けて利用者等のアンケート
の実施やワークショップを開催し、改築に関する基本計画の策定作業を進めてきました。
　この度、「札内福祉センター改築計画（案）」を作成しましたので、計画案に対するご意見を募集します。
◆意見を求める名称　札内福祉センター改築基本計画（案）　　
◆募集期間　平成27年２月２日◯月～２月27日◯金
◆閲覧場所　役場１階ロビー、忠類総合支所１階、札内支所、札内東コミュニティセンター、札内北コ
　　　　　　ミュニティセンター、札内南コミュニティセンター
　　　　　　町ホームページ（http://www.town.makubetsu.lg.jp/）
◆意見の提出方法　　閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」に住所、氏名を記載の上、持参、郵　
　　　　　　　　　　送、ＦＡＸ、電子メールいずれかの方法で提出してください。
　　　　　　　　　 　様式はホームページからもダウンロードできます。
◆意見の提出できる方　町内に在住の方、町内に通勤している方、事業所等を町内に有する方。
　　　　　　　　　　本パブリックコメント手続きに関する事案に利害関係を有する方。
◆提出先　企画室企画情報担当　〒089-0692　幕別町本町130番地　　ＦＡＸ【幕】 54‐3727
　Ｅメール　kikakutanto@town.makubetsu.lg.jp　※資料の閲覧場所でも提出することができます。
◆その他　提出された意見は内容を整理し、意見に対する町の考え方を公表します。
　　　　　個別の回答は行いませんので、ご了承ください。
問　企画室企画情報担当（℡【幕】 54-6610）

札内福祉センター改築基本計画（案）の
パブリックコメント（意見募集）の実施について

【札内福祉センター改築基本計画（案）の概要】

１

２
基本計画の基本的な考え方

（１）建設場所　
建設場所は、現施設と札内東コミュニティセンター（以下「東
コミセン」）の敷地内とします。

（２）問題点解消・住民活動機能の強化
現施設の問題点解消や住民活動機能の充実強化を図ります。
①バリアフリーに対応したユニバーサルデザイン
②設備機能の向上と冷房設備の導入
③省エネルギー配慮と経済的で維持管理しやすい施設
④これまで以上に住民が利用しやすい居室空間の確保

（３）東コミセンの有効活用
コミセン機能の有効活用と合わせた効率的な改築検討を検
討します。（東コミセン改修も検討）

（４）防災機能の強化
札内地域における防災・災害復旧拠点として位置付けます。
①施設の耐震性の確保、防災情報の提供の場の整備
②災害時における札内地域情報連絡室の設置
③避難所としての十分なスペースの確保
④災害備蓄品の備蓄庫、耐水性貯水槽の設置

（５）札内支所における窓口機能の強化
保健福祉分野に関する相談業務などの拡充強化を図ります。
①保健福祉担当職員の配置（仮称：住民相談室の設置）
②個室の相談室を整備

年 月 札内福祉センター改築に関する検討経過
　平成26年３月 改築に関する利用者等のアンケート調査の実施
　　　　　４月 整備方針（案）に関するパブリックコメントの実施
　　　　　５月 改築整備方針の策定。基本計画策定委託業務に関する公募型プロポーザルの実施
　　　　　７月 基本計画策定委託事業者の選考（委託先：株式会社アトリエアク（札幌市））
　　　　　９月 改築アドバイザー会議の開催
　　　　　10月 ワークショップ（意見交換会）の開催
　　　　　11月 改築する施設機能などに対する意見・アイディアの募集
　平成27年１月 改築アドバイザー会議の開催。基本計画（案）の決定
　　　　　２月 基本計画（案）に関するパブリックコメントの実施

札内福祉センターの改築に関する整備方針と基本計画の基本的な考え方

これまでの経過

改築整備方針における基本的な考え方
①建設場所は、現施設の敷地内とし（新たな土

地の購入は行わない）、札内支所の事務所ス
ペースは、改築後の施設内に確保します。

②現在の札内福祉センターは、新しい施設の建
設後に解体します。建設中も札内福祉セン
ター（札内支所）を利用できるよう同一敷
地内での移転改築とします。

③東コミセンの施設機能のあり方も踏まえ、コ
ミセン機能の有効活用と合わせた改築に関
する基本計画を作成します。（必要に応じて
東コミセンの改修も想定）

④改築後の施設は、札内地域における防災・災
害復旧拠点として位置付けます。また、災害
に強い地域づくりを推進するため、防災・減
災対策の強化に取り組みます。

⑤行政事務の効率化と組織機構の見直し・点
検を継続的に行い、札内支所における保健
福祉関連業務などの相談業務の拡充と共に
窓口機能の充実強化を図ります。
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４敷地の有効活用（利用計画）に関する方針

（１）新札内福祉センター配置
新札内福祉センターの配置は、東コミセンとの結
びつき、敷地の有効活用を踏まえ、東コミセン南
側に配置します。新札内福祉センターは、東コミ
センと一体的に利用できる配置とします。
【新札内福祉センター配置の方針】
①東コミセン南側に新札内福祉センターを配置します。
②東コミセンと一体的に利用できる配置とします。

（２）敷地の有効利用
敷地の有効な利用は、新札内福祉センターを東コ
ミセン南側にコンパクトに配置することで、東西
に来所者用駐車場を確保します。また、東コミセ
ンの東側には健診車等の駐車スペースとしてサー
ビス用駐車場を配置します。
【敷地の有効利用の方針】
①コンパクトな施設エリアを敷地中央に配置します。
②東西２つの来所者用駐車場や、サービス用駐車
　場を配置します。

（３）歩行者・車両動線
歩行者と車の動線の交差が極力少なくなるよう、東
西に通り抜けできる歩行者通路を配置します。ま
た、東西２つの駐車場を結ぶ車両の連絡通路を設
け、災害時等における円滑な移動も可能にします。
【動線計画の方針】
①東西に通り抜けできる歩行者通路を配置します。
②東西の駐車場を結ぶ連絡通路を配置します。

全体イメージ

（１）町民が利用しやすい施設配置
・新札内福祉センターと東コミセンが一体となった

施設として配置し、東西に来所者用駐車場を確保
することで、利用しやすい全体配置とします。

・東西に通り抜け可能な歩行者通路を確保すること
で、気軽に立ち寄りやすい施設づくりとします。

・周辺道路から出入りできる駐車場を東西に配置し、
連絡通路を設けることにより、車利用のしやすい
全体配置とします。

（２）バリアフリーに配慮した平屋建て構成
・東コミセンと併せ、全ての機能を 1階に構成し、バ

リアフリーに配慮した平屋建てとします。
（３）周囲に圧迫感をつくらず、街並みと調和する低層建築
・南側住宅にも近接するため、周囲に圧迫感を与えな

いとともに周囲の街並みと調和する建築とします。

３
東コミセンと一体となった施設とすることで、敷地と東コミセンの有効利用を
図ります。東西に駐車場を確保するとともに利用しやすい動線構成とします。

全体イメージ図
『協働と参加で創る“札内みんなの家”』をテーマに

【札内福祉センター改築基本計画（案）の概要】

隣接住宅に圧迫感を与えない平屋建て建築とします。

施設機能と規模に関する方針 ５
（１）施設機能の構成

新札内福祉センターは、東コミセンと一体的な利用
を図ることから、敷地を東西に通り抜けできる歩行
者通路と、東コミセンと一体化する南北通路の交点
にエントランスを設けることで、誰でもわかりやす
い平面計画とします。
＜交流と結びつきをつくる十字動線の機能配置＞
【施設機能構成の方針】
①施設の中心に、カフェ、ライブラリー等交流ゾー
　ンを配置します。
②行政機能を担う支所ゾーンは、入り口近くに配置します。
③多彩な利用を想定する会議・集会ゾーンは、集約
　した配置とします。
④東コミセンは、コミセン機能と健診ゾーンとして活用します。

（２）施設機能の魅力ある空間構成
各機能ゾーンの計画にあたっては、単一の目的だ
けではなく、様々な住民活動を想定した利用しや
すい空間構成にすることや、内外の連続性や明る
い日差しを取り入れる高窓など、心地良い空間づ
くりの空間計画とします。
【構成機能の計画方針】
①交流ゾーンは、屋外デッキを設け一体利用できる構成とします。
②支所ゾーンは、ガラス張りの窓口カウンターと
　個室群構成とします。
③会議・集会ゾーンは、ギャラリーを中心に可変可
　能な構成とします。
④東コミセンの健診ゾーンは、多目的に利用できる構成とします。

（３）施設の規模
施設の規模は、各諸室機能の必要面積検討や住民活
動を想定した利用検討に基づき設定します。スペー
スの一体的な利用や屋外との連続をつくり、様々な
活動が魅力的に展開できる施設規模とします。
【施設規模の方針】
①改築する施設の規模（面積）は、おおむね1,700㎡
　から1,800㎡程度を想定してます。
②東コミセンの改修は、増築:約40㎡、改修:約360
　㎡を想定しています。
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環境配慮、ユニバーサルデザイン、防災、セキュリティ等の方針 ６
（１）環境配慮

環境に配慮した施設づくりを基本に、快適な施設
環境とします。
【環境配慮の方針】
①必要エネルギーを小さくする省エネ建築とします。
②地中熱等の自然エネルギーを活用します。
③維持管理が容易で効率的な設備計画とします。
④四季を感じる緑化・植栽計画とします。

（２）ユニバーサルデザイン
誰もが使いやすいユニバーサルデザインを基本
に、細やかに配慮した心地良い施設環境とします。
【ユニバーサルデザインの方針】
①内外に連続するバリアフリーの空間とします。
②車椅子利用者等に配慮した空間とします。
③多機能トイレを配置します。
④日常管理が容易にできる施設計画とします。

（３）防災
地震、洪水等災害に強い地域づくりを基本に、安
全安心な施設とします。
【防災計画の方針】
①避難施設としての耐震性を有する構造とします。
②洪水浸水対策を考慮した床の計画高さとします。
③防災備蓄庫を配置します。
④現施設解体跡地に耐震性貯水槽を設置します｡

（４）セキュリティ等
防犯や安全対策に配慮した施設づくりを基本に、
安全安心な施設とします。
【セキュリティ計画等の方針】
①見守りやすく、見通しのきいた空間とします。
②機械警備などによるセキュリティ対策を行います ｡
③誰もが安心して利用できる衛生面にも配慮します｡

工事概要・概算事業費

＜工事概要＞ ＜概算工事費＞（消費税相当額８％を含む）

項　目 内　容 項　目 金額（百万円） 算出条件

①工事概要
構造 鉄骨造平屋建 ①建築工事・設備工事 720 建築主体、電気設備、機械設備、地中熱ヒートポンプ

延床面積 1,730㎡ ②東コミセン増築・改修工事 80 会議室増築、和室・ホール等内部改修、外壁改修

②東コミセン増改修工事 増築面積／改修面積 40㎡／360㎡ ③外構工事 100 駐車場、通路、デッキ、カバードウォーク、植栽・緑地

③外構工事 外構敷地面積 9,000㎡ ④解体工事 40 現札内福祉センター解体撤去

④解体工事 構造／延床面積 鉄骨造２階建／1,430㎡ 合　計 940 消費税等相当額８％を含む

※工事費は現時点における概算であり、設備仕様・仕上げ材・労務賃金等の変動により増減する可能性があります。

現時点における概算工事費等は、次のとおり想定しています。

平面計画図（案）
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　平成24年８月に質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量の拡大と地域の子ど
も・子育て支援の充実を図るための子ども・子育て関連３法が成立しました。
　これらの法律に基づき、平成27年４月１日から子ども・子育て支援新制度による支援がスタートします。
　本制度のスタートに向けて、各自治体において、給付の対象となる施設の利用者負担額や施設への
給付の方法等を条例等により定めることとなっています。
　町では、教育標準時間認定を受けた子ども（１号認定）の利用者負担額の骨子案を作成しましたの
で、この骨子案に対する町民の皆さまからのご意見を募集しています。
◆意見を求める名称　「子ども・子育て支援に係る利用者負担」【１号認定】（骨子案）
◆募集期間　平成27年１月23日◯金～２月23日◯月
◆閲覧場所　役場１階ロビー、忠類総合支所１階ロビー、札内支所、糠内出張所、保健福祉センター、
　　　　　　忠類ふれあいセンター福寿、町ホームページ（http://www.town.makubetsu.lg.jp/）
◆意見の提出方法　
　閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」に住所、氏名を記載の上、持参、郵送、ＦＡＸ、電子メールい
　ずれかの方法で提出してください。
　様式はホームページからもダウンロードできます。
◆意見の提出できる方　
　町内に在住の方、町内に通勤している方、事業所等を町内に有する方。
　本パブリックコメント手続きに関する事案に利害関係を有する方。
◆意見の提出先　幕別町民生部こども課保育係（保健福祉センター内）
　〒089-0611　幕別町新町122番地の１　ＦＡＸ【幕】 54‐3839　Ｅメール　kodomoka@town.makubetsu.lg.jp
　※資料の閲覧場所でも提出することができます。
◆その他
　提出された意見は内容を整理し、意見に対する町の考え方を公表します。
　個別の回答は行いませんので、ご了承ください。
問　こども課保育係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

子ども・子育て支援に係る利用者負担【１号認定】（骨子案）に対する
パブリックコメント（意見募集）の実施について

　

　子ども・子育て支援事業計画（案）及び子ども・子育て支援に係る利用者負担【２号及び３号認定】（骨子案）
に対するパブリックコメントに寄せられたご意見をお知らせいたします。募集の概要は次のとおりです。
◆実施期間　平成26年11月25日◯火～12月25日◯木
◆実施方法
　役場１階ロビー、忠類総合支所１階ロビー、札内支所、糠内出張所、保健福祉センター、忠類ふれあい
　センター福寿及びホームページで「子ども・子育て支援事業計画（案）の資料」及び「子ども・子育て支
　援に係る利用者負担【２号及び３号認定】（骨子案）の資料」を閲覧し、ご意見を提出いただきました。
◆提出件数　子ども・子育て支援に係る利用者負担【２号及び３号認定】（骨子案）に関する事項について　１件
○意見の要旨
　新保育料では、第８階層の金額が30,500円から35,300円に値上げされている。
　低所得者だけが優遇される制度はやめてほしい。
○町の考え方
　　子ども・子育て支援新制度における利用者負担額（保育料）は、応能負担の原則を踏まえた上で国
　が定める基準額を上限として、市町村が設定することになります。
　　はじめに、本町における保育料の階層区分については、区分間における保育料に著しい差が生じ  
　ないように、国の基準よりもさらに細分化し、８階層13区分としました。
　　次に区分ごとの保育料については、国の基準と現行の保育料を参酌したうえで、過重な負担とな
　らないように設定したところであります。
　　具体的には、国の基準額の85％を基本とし、さらに現行の保育料と比較して著しく負担が増加する７
　階層、８階層については、大幅な負担増を生じさせないように調整を図っているところであります。
　　ご意見にありました３歳児以上の保育料の第８階層については、現行の30,500円から骨子案で
　は35,300円となり、4,800円の負担増となりますが、この階層の国の基準額である101,000円に対し
　ては35.0%であり、他の階層区分に比べ低率に調整したところであります。
　　このように、高所得者に対しても一定の負担緩和を図っておりますので、ご理解願います。
問　こども課保育係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

子ども・子育て支援事業計画（案）及び子ども・子育て支援に係る利用者負担
【２号及び３号認定】（骨子案）に対するパブリックコメントの実施結果について
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　平成27年４月からの子ども・子育て支援新制度の開始に向けて、幕別町における「教育標準時間認

定を受けた子ども（１号認定）の利用者負担額」の骨子案を別途示しておりますが、教育委員会では

「幕別町立わかば幼稚園」に係る利用者負担額（保育料）及び延長保育料（預かり保育）について、骨子

案を作成いたしましたので、この骨子案に対する町民の皆さまからのご意見を募集しています。

◆意見を求める名称　

　「幕別町立わかば幼稚園に係る利用者負担」（骨子案）

◆募集期間　

　平成27年１月23日◯金～２月23日◯月

　※持参の場合の受付時間は、午前８時45分～午後５時30分まで。（土日祝を除く）

◆閲覧場所

　役場１階ロビー、忠類総合支所１階ロビー、札内支所、糠内出張所、保健福祉センター、教育委員会

　町ホームページ（http://www.town.makubetsu.lg.jp/）

◆意見の提出方法　

　閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」に住所、氏名を記載の上、持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール

　いずれかの方法で提出してください。

　様式はホームページからもダウンロードできます。

◆意見の提出できる方　

　町内に在住の方、町内に通勤している方、事業所等を町内に有する方。

　本パブリックコメント手続きに関する事案に利害関係を有する方。

◆意見の提出先　幕別町教育委員会学校教育課学校教育係

　〒089-0604　幕別町錦町98番地

　ＦＡＸ　【幕】 54-4714　

　Ｅメール　gakkokyoikukakari@town.makubetsu.lg.jp

　※資料の閲覧場所でも提出することができます。

◆その他

　提出された意見は内容を整理し、意見に対する町の考え方を公表します。

　個別の回答は行いませんので、ご了承ください。

　

　教育委員会では、「幕別町立わかば幼稚園に係る利用者負担」の考え方等について、次のとおり説明

会を開催いたします。

　 日　　時 会　　場

幕別会場 　２月 16 日◯月　19：00 ～ 　町民会館２階講堂

札内会場 　２月 18 日◯水　19：00 ～ 　札内福祉センター２階大集会室

 

問　教育委員会学校教育課学校教育係（℡【幕】 54-2006）

「幕別町立わかば幼稚園」に係る利用者負担（保育料）等の骨子案に対する
パブリックコメント（意見募集）の実施および説明会の開催について



お知らせ

12Makubetsu
2015.2

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

　

　町では、水道事業における将来の方向性を示すため、第5期幕別町総合計画「人と大地が躍動し、み
んなで築く、ふれあいの郷土」の将来像をはじめ、厚生労働省や北海道の水道ビジョン等の計画と整
合を図りながら、幕別町水道事業ビジョン(案)を作成いたしました。
　概要をお知らせするとともに、幅広くご意見をお聞かせいただくため、ご意見を募集します。
◆意見を求める名称　幕別町水道事業ビジョン(案) 
◆募集期間　平成27年２月２日◯月～３月３日◯火
◆閲覧場所　
　役場1階ロビー、忠類総合支所1階、札内支所、糠内出張所
　町ホームページ（http://www.town.makubetsu.lg.jp/）
◆意見の提出方法
　閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」に住所、氏名を記載の上、持参、郵送、ＦＡＸ、電子メールい
　ずれかの方法で提出してください。
　様式はホームページからもダウンロードできます。
◆意見の提出できる方　
　町内に在住の方、町内に通勤している方、事業所等を町内に有する方。
　本パブリックコメント手続きに関する事案に利害関係を有する方。
◆提出先　幕別町水道部水道課水道工務係
　〒089-0692　幕別町本町130番地　ＦＡＸ【幕】 55-3010
　Ｅメール　suidokomukakari@town.makubetsu.lg.jp
　※資料の閲覧場所でも提出することができます。
◆その他
　提出された意見は内容を整理し、意見に対する町の考え方を公表します。
　個別の回答は行いませんので、ご了承ください。
問　水道課水道工務係（℡【幕】 54-6624）

幕別町水道事業ビジョン(案)の概要
【基本理念】
　幕別町水道事業が目標とする「持続」、「安全」、「強靭」に対する理想像を実現するために、災害への
対応や水源の保全、水道料金の負担などを含め町全体として水道を守っていくことを基本理念とし
ています。
◆持続　
　給水人口や給水量が減少した状況においても、健全かつ安定的な事業運営が可能な水道
◆安全　
　みんなが、いつでもどこでも、水をおいしく飲める水道
◆強靭　
　自然災害などによる被災を最小限にとどめ、被災した場合であっても迅速に復旧できるしなやかな水道
【目標設定】
　幕別町水道事業において設定した理想像を具体化するために、「持続」、「安全」、「強靭」のそれぞれ
の観点から、現状の課題を踏まえた施策に関する目標を設定します。
◆持続　
①未普及地域の解消に努める
②水道施設の更新に合わせ、将来の水需要を見据えた効率的な施設配置と再構築を行う
③適正な料金収入を確保する
◆安全
①原水水質及びその特徴を把握し、より一層原水水質に適した浄水処理を行う
②水源や浄水処理過程における汚染・事故リスクを把握し、管理・監視を強化する
③安全性に関する情報公開を積極的に行う
◆強靭
①災害時の応急活動体制を構築する
②基幹施設に必要な耐震性を確保する
③重要給水施設配水管の耐震性を確保する

幕別町水道事業ビジョン(案)のパブリックコメント（意見募集）の実施について


